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資料 亀 4 騒音規制法第 2 条第 3 項の政令で定め る建設作業に係 る特定建設作業一覧

作 業 作 業

1 く い打機 ( も んけ んを除 く 。) く い抜機又は

く い打 く い抜機 (圧入式 く い打 く い抜機を除

く 。) を使用す る作業。

く い打機を ア ー ス オ ー カ ー と 併用す る 作業を

除 く 。

2 び ょ う 打機を使用す る 作業

3 さ く 岩機を使用す る 作業 作業地点か連続的に移動する 作業にあ っては、

1 日 におけ る 当該作業に係 る 2 地点間の最大距

離が50m を超えな い作業に限 る 。

4 空気圧縮機 (電動機以外の原動機を用 い る

も の であ っ て 、 そ の原動機 の 定格 出 力 が 15

kw 以上の も の に限 る 。 ) を使用す る 作業

さ く 岩機の動力 と し て使用す る 作業を除 く 。

5 コ ン ク リ ー ト プ フ ト ソ (混練機の混練容量

か 0 4 5 m 3 以上の も のに限 る 。〕 又は ア ス フ ァ

ル ト プ フ ソ ト (混練機の混練重量か 2 0 0 K“以

上の も の に限 る 。) を設けて行 う 作業

モ ル タ ルを製造す る ために コ ン ク リ ー ト プ フ

ノ ト を設け て行 う 作業を除 く 。

　　　

を

資料 僅 5 振動規制法第 2 条第 1 項の政令で定め る特定施没【覧

1 金属加工機械

g) 液圧 プ レ ス (矯正 プ レ ス を除 く )

回 機械 プ レ ス

8 せん断機 (原動機の定格出力か 1 キ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

9 鍛 造 機

④ ワ イ ヤ ー フ ォ ー ノ ク マ ノ ノ (原動機の定格出力か 3 7 5 キ ロ ワ ノ ト 以上の も のに限 る 。 )

増 2 圧縮機 (原動機の定格出力か 7 5 キ 。 ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )
　 　

3 土石用又は鉱物用の破砕機、 座砕機、 ふ る い及び分級機 (原動機の定格出力か 7 5 キ ワ ッ ト 以

上の も の に限 る 。 )

4 織機 (原動機を用い る も の に限 る 。 )
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5 コ ン ク ノ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ソ (原動機の定格出力 の合 。十か 2 9 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 ) 並

び に コ ン ク ノ ー ト 管製造機械及び コ ン ク リ ー ト 柱製造機械 (原動機の定格出力の合。十が 10 キ ワ ッ

ト 以上の も の に限 る 。 )

6 木材加工機械

“) ト フ ム ノ ベ ー カ ー

(口) チ ッ バ ー (原動機の定格出力か 2. 2 キ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

7 印刷機械 (原動機の定格出力か 2 2 キ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

8 ゴ ム練用又は合成樹脂練用の - ル機 ( カ レ ン タ - - ル機以外の も ので原動機の定格出力か30

キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機 ( シ ト 式の も の に限 る 。 )

資料 簡 振動規制法第 2 条第 3 項の政令で定め る特定建設作業一覧

1 く い打機 ( も んけ ん及び庄入式 く い打機を除 く 。 ) 、 く い抜機 (油圧式 く い抜機を除 く 。 ) 又は く い

打 く い抜機 (圧入式 く い打 く い抜機を除 く 。 ) を使用す る 作業

2 錮球を使用 し て建築物その他の丁作物を破壊す る 作業

3 舗装版破砕機を使用す る 作業 (作業地点か連続的に移動す る 作業にあ っ て は 、 1 日 におけ る 当該

作業に係 る 2 地点間の最大距離か50 メ ー ト ルを超え ない作業に限 る 。 )

4 フ レ ー カ ー (手特式の も の を除 く 。 ) を使用す る 作業 (作業地点が連続的に移動す る作業にあ っ て

は 、 1 日 におけ る 当該作業に係 る 2 地点間の最大距離が 50 メ ー ト ルを超え な い作業に限 る 。 )
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資料 乍 7 公害関係事犯検挙状況

(昭和 6 2 年 1 月 ~ 1 2 月 )

X
廃棄物

処 理

水濁法
砂 利

採取法

河川法

と 畜

場 法

自 然

公園法

漁 業

法 等
海岸法

へい獣
処 理

場 法

自 然環

境保全
条 例

合 。十
前 年

同 期

件 人 件 人 竹 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 什 人 件 人

岩 美 3 3 ヰー上 2 4 5

鳥 取 2 2
--

2 2 6 6

郡 家 2 2 2 2 5 5

智 頭 5 5 2 2 6 6 1 3 1 3 4 8

浜 村 3 3

倉 吉 4 3 4 3 1 1 1 1

八 橋 6 6 1 1 1 2 8 9

米 子 l 1 l 1 2 2

境 港 ｣T1▲ 2 1 2

溝 口 3 5 3 5 5 4

黒 坂

合 。十 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 3 8 4 5

藺 鱗 2 5 2 3 1 1 1 6 3 6 3 9

(県警生活保安課覊へ)

公害苦情取扱い状況 (昭和 6 2 年 1 月 ~ 1 2 月 )

公害種別

措 置 別

奔 ‘ 糞
汚 芻染 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他 合話

受 理 件 数 8 “IL “"!▲ 1 0

措置別
話合い あ っせ ん 3 3

警 告 ･ 指 導 5 5

検 挙

他 機 関 通 報

措 置 不 能 1 1 2

そ の 他

前年苦情受理件数 3 2 1 0 4 7

(県警生活保安課調べ)
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資料 鵞 8 昭和 62 年度環境保全関係予算等の概要

◎ 環境 保全踝 (単位 千円 )

事 業 名 6 2 年度予算 備 考

( 目 ) 環 境 保 全 費 i
l

唐 掃 指 導 費 5 6 6 1 一般廃棄物処理指導費 2 3 5 7
　 　 　 　 　 　　　 　　

産業廃棄物処理指導費 92 8

浄化槽指導費 2 3 7 6

環 境 保 全 行 政 費 2 4 7 8 審議会等開催費 1 , 0 1 2

環境保全推進費 1 , 4 6 6

大 気 汚 染 防 止 対 策 費 1 0 , 4 8 5 は い踵澗査費 48 8

環境汚染物質凋査費 5 1 8 7

西部地区大気環境側定掲査費 4, 6 0 5

汚染物質排出量調査費 2 0 5

水 質 汚 濁 防 止 対 策 費 1 8 , 5 0 8 事業場排水調査指導費 2 , 9 2 8

二級河川等澗査費 1 , 6 4 9

水質測定。十画作成費 3 7 8

環境基準常時監視費 8 48 3

中海水質汚濁防止対策協議会運営費 5 5 3

中海水質保全。十画策定費 3 6 1

中海水質管理計画推進費 2 3 1 0

水質浄化対策推進費 1 , 1 8 9

水環境保全対策推進費 6 5 7

騒 音 防 止 対 策 費 7 3 6

振 動 防 止 対 策 費 3 0 3

悪 臭 防 止 対 策 費 1 , 2 1 4

地 盤 沈 下 防 止 対 策 費 1 , 0 8 0

海 水 浴 場 整 備 促 進 指導費 1 9 7

環 境 影 響 。平 価 推 進 費 4 1 2

。十 4 1 , 0 7 4
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◎ 自 然 保護 課
(単位 千円 )

事 業 名 6 2 年度予算 備 考

( 目 ) 環 境 保 全 費

自 然 環 境 保 全 審 議 会 費

自 然 保 護 行 政 費

自 然 保 護 対 策 費

公 園 調 査 及 び 管 理 費

公 園 等 施 設 整 備 事 業 費

温 泉 審 議 会 費

温 泉 振 興 対 策 費

自 然 保護思想普及啓蒙事業

自 然 科 学 館 管 理 運 営 費

保 全 地 域 澗 査 及 び 管理費

9 2 3

2 , 2 1 0

4 , 4 7 5

2 1 , 0 4 0

8 0 , 5 2 4

l , 2 1 7

1 0 , 6 3 4

2 , 0 3 0

5 9 , 6 6 2

7 8 3

自 然保護費 1 2 1 0

自 然環境基礎澗査費 1 , 0 0 0

自 然保護用地管理事業費 86 7

大山頂上植生復元事業費 3, 6 0 8

国立公園施設管理費 1 6 , 3 4 3

国定公園施設管理費 45 8

公園 。十画等週査指導費 2 9 5

中 国 自 然歩道施設管理費 3 94 4

大山隠岐国立公園施設整備事業費 4 0 , 3 7 4

山陰海岸国立公園施設整備事業費 1 9 3 0 0

氷 ノ 山後山那岐山国定公園事業費 1 2 , 7 0 0

県立公園事業費 8 1 5 0

温泉覊査指導監督費 1 , 0 2 0

関金温泉保全凋査事業費 5 , 1 4 4

鹿野温泉保全掲査事業費 4 4 7 0

自 然解説事業費 1 2 2 4

少年少女 自 然保護協力員養成研修事業費 80 6

大山 自 然科学館管理運営費 1 3 4 6

山陰海岸科学館管理運営費 3, 3 1 6

山陰海岸 自 然科学館整備事業費 5 5 , 0 0 0

。十 1 8 3 , 4 9 8
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資料 1 9 市町村の公害行政機構

市町村名 公害行政担当部 ･ 踝名 公害対策審議会 設置 公害対策協議会設置

鳥 取 市

米 子 市

倉 吉 市

境 港 市

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

郡 家 町

船 岡 町

河 原 町

八 東 町

若 桜 町

用 瀬 町

佐 治 村

智 頭 町

気 高 町

鹿 野 町

青 谷 町

羽 合 町

泊 村

東 郷 町

三 朝 町

関 金 町

北 条 町

大 栄 町

東 伯 町

赤 碕 町

西 伯 町

会 見 町

岸 本 町

日 吉 津 村

淀 江 町

大 山 町

名 和 町

中 山 町

日 南 町

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

下 水 環 境 部 環 境 課

市 民 生活部環境 保全課

福 祉 部 環 境 課

民 生 部 保 健 課

町 民 課

町 民 罧

住 民 課

保 健 課

民 生 課

町 民 課

福 祉 課

町 民 課

民 生 課

民 生 課

福 祉 課

民 生 課

総 務 課

総 務 課

町 民 課

住 民 課

町 民 課

町 民 課

町 民 課

町 民 課

保 健 課

保 健 衛 生 課

保 健 課

企 画 開 発 課

建 設 課

町 民 課

環 境 整 備 課

企 画 課

企 画 課

保 健 課

町 民 累

企 画 課

町 民 課

民 生 課

保 健 課

環境保全審議会

O 昭和 4 7 1 0 1 3

0 " 4 5 1 0 7

0 " 4 5 1 0 8

0 " 4 7 1 0 . 5

0 " 4 7 1 0 1 1

0 " 4 9 . 4 . l

0 " 4 6 3 2 4

0 " 4 6 1 2 . 2 2

0 " 4 7 . 1 1 4

0 " 4 6 1 0 . 2 3

0 " 4 7 7 . l

0 " 4 6 1 2 . 2 2

0 " 4 6 . 4 . 1

0 " 4 7 . 1 . l

0 " 4 5 1 2 . 2 2

0 " 4 6 1 0 . 1

0 " 4 8 . 3 3 0

0 " 4 6 . 6 1

0 “ 4 8 3 2 4

0 4 6 8 3 1

0 4 7 . 7 1

0 4 8 . 3 . Z 8

0 4 7 4 . 1

O昭和 4 5 7 2 7
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資料 20 市町村の環境関係条例制定状況

条 例 公 布 日 施 行 日

鳥 取 市 自 然 保 護 お よ び 環 境 保 全 条 例

米 子 市 環 境 保 全 条 例

倉 吉 市 公 害 防 止 条 例

境 港 市 公 害 防 止 条 例

大 栄 町 環 境 保 全 条 例

大 山 町 環 境 保 全 条 例

赤 碕 町 環 境 保 全 条 例

東 伯 町 環 境 保 全 条 例

三 朝 町 環 境 保 全 条 例

関 金 町 環 境 保 全 条 例

西 伯 町 環 境 保 全 条 例

羽 合 町 環 境 保 全 条 例

東 郷 町 環 境 保 全 条 例

岩 美 町 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

日 吉 津 村 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

昭和 4 7 ‐ 1 0 ‐ 1 3

4 7 6 2 8

4 8 . 9 1 3

4 8 1 2 . 2 4

4 8 1 2 1 4

4 8 . 7 . 2

4 9 . 3 3 0

5 4 1 0 . 1

5 4 . 3 . 2 7

5 3 . 3 . 2 9

4 9 . 3 2 3

4 9 . 9 . 3 0

4 9 . 1 0 1

6 0 . 3 . 2 2

6 0 1 1 1 6

昭和 4 7 1 0 ‐ 1 3

4 7 . 7 1

4 9 1 . 1

4 9 6 1

4 9 . 1 . 1

4 8 . 7 . 2

4 9 3 3 0

5 4 . 1 0 . 1

5 4 . 9 . 2 7

5 3 . 3 2 9

4 9 3 . 2 3

4 9 . 9 . 3 0

4 9 . 1 0 . 1

5 0 3 2 2

6 0 1 1 1 6
℃ 》 /

資料 2 1 市町村及び住民の公害防止協定締結状況

締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

鳥 取 市 鳥取 ト ー ヨ ー サ ッ シ工業鰈)

鳥取旭工業鰈)

上原 メ ッ キ工業

大洋住研ホ ー ロ ー 鰈)

際)山陰 カ フ ー総合現像所

株)ア サ ヒ メ ッ キ

協同組合 鳥取鉄工セ ン タ ー 他 8 社

協)鳥取菓子工業セ ン タ ー他 3 社

山根金属工業鰈)

三洋製紙媒)

鳥取三洋電気株)

鳥取タ イ ヤ モ ン ト 電気鰈)

大同端子製造蹠)

丸栄金属製作所

金 属 製 品

イン

窯 業

写 真 現 像

金 属 製 品

食 料 品 製 造

金 属 製 品

製 紙

電 気 製 品

メソ

機 械 製 品

S 4 8 1 2 2 8

5 0 1 2 2 9

メソ

“
パン

5 1 . 7 . 2 6

5 2 9 . 1 0

5 0 1 2 2 9

イン

5 1 4 . 1

5 7 . 9 . 8

工業団地進出企
業 と の協定

を
ル

虜
レ
ズ
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

住 民 鳥取県 工 業 試 験 場

汚 水 処 理 施 設
S 5 2 . 1 1 0 市立会

米 子住 甕 米子市

ア ス フ ァ ル ト 合材秣)

日 蓮工業妹)

日 清ハ ム鰈)

清 掃 工 場 建 設

アス フ ァ ノレ ト プ フ ソ ト

宅 地 開 発

食 品 加 工 業

5 2 8. 1 9

5 6 1 0 . 2 0

6 1 . 5 . 9

6 1 . I 1 1 5

市立会

倉 吉 市

住 民

日 本チ ッ プ工漿開

隊)明治機械製作所

関金生 コ ン鰈)

東伯町長他

倉吉市農業協同組合

打吹建設際)

神鋼機器工業鰈)

木 材 木 製 品
機 械

生 コ ン プ フ ソ ト

清 掃 工 場 建 設

畜 産

アス フ ァ ル ト ブ フ ソ ト

機 械

4 7 2 . 1 6

4 7 7 . 2 0

4 8 . 2 1 4

48 . 1 0 . 2 2

4 9 . 9 . 2 7

4 7 . 1 1 . 8

5 0 2 . 2 1

市立会

境 港 市 日 本石油鰈) 石 油 49 . 9 2 0

福 部 村 同和建設(株) ア ス フ ァ ル ト ブ フ ソ ト 4 6 . 1 0 2 7

国 府 町 鳥取協同畜産鰈) 畜 産 63 . 7 2 5

岩 美 町 三洋テ ュ フ セ ル滌) 乾 電 池 製 造 業 58 . 5 7

郡 家 町 鰈)藤原組

郡家建設際)

ア ス フ ァ ル ト プ フ ソ ト 5 1 . 1 2 . 9

5 1 . 1 1 . 2 5

河 原 町 鳥取八木電子株) 電 気 製 品 製 造 48 . 1 0 1 9

八 東 町 昭和樹脂化工蛛)

朝倉 勲
八東町農業協同組合

化 学 製 品

畜 産

5 1 7 3 0

5 1 1 2 8

5 3 4 . 1 5

智 頭 町 (株)いか り 食品 食 品 製 造 業 63 . 6 . 1 0

青 谷 町 鳥取 ト ク オ カ 株) 繊 維 製 品 6 0 . 1 2 . 5

羽 合 町 倉吉魚市場媒)

鳥取県

水 産 食 料 品

天神川流域 ･ 下水道
終末処理場設置

47 . 6 1

5 1 . 5 . 1

泊 村 富士西産業隊) 食 料 品 製 造 48 1 0 1 9

三 朝 町 小椋興業侑)

鳥取県中部森林組合

中部砂利生産協同組合

田栗信稔

川本仁志

小椋興業㈲

土 石

木 材 木 製 品

土 石

畜 産
メソ

土 石

5 7 8 2 0

5 7 1 0 1 4

5 8 5 2

6 0 5 1 5

6 0 8 . 1 3

6 1 . 5 . 7
I
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

北 条 町 山陰 自 動車整備工業鰈)

中部建設協同組合

三陽合繊媒)

前川菊次

北条町農業協同組合

中部舗装隊)

北条町農業協同組合

県中央 自 動車協同組合

相模ハ ム隊)

侑日ヒ条 ノ ョ ー コ ー ア パ レ ル

車 輌 整 備

土 石

紡 績

農 産 物 処 理

フ イ ス セ ソ タ ー

アス フ ァ ル ト プ フ ソ ト

畜 産

車 輌 整 備

食 品 加 工 業

衣料品製造加工販売

S 5 0 . 9 . 2 0

6 0 6 2 8

5 1 7 1 0

5 2 6 1 3

5 2 3 1 9

5 4 1 0 3 1

5 6 6 . 1 5

5 6 . 8 2 0

5 9 . 9 1

6 3 1 . 2 6

大 栄 町

住 民

鰈)河 鶴

大栄町農業協同組合

東伯町農業協同組合

鳥取サ ン シ ャ イ ン セ ン タ ー

新興螺子株)

侑)岡崎種鷄場

大栄町農業協同組合

扶桑木材際)

大栄町農業協同組合堆肥 セ ン タ ー

食 料 品 製 造

木 材 木 製 品

畜 産

ク リ ー ー ソ グ

機 械 部 品 製 造

畜 産

ブ イ ス セ ソ タ ー

建 材

肥 料

5 1 1 1 . 1 7

5 2 . 1 2 2 0

5 5 2 . 2 5

5 0 4 1 1

5 5 5 . 3 0

5 9 5 1 1

5 2 . 1 1 . 1 l

4 7 . 1 . 2 0

5 6 . 1 0 3

5 7 1 2 . 1 3

5 8 . 7 . 2 7

(大根つけ も の )

(バ ー グ粉砕 )

町立会

赤 碕 町 富士西産業隊)

赤碕町農業協同組合

赤碕生 コ ン隊)

上野水産鰈)

赤碕町農業協同組合

食 料 品 製 造

農 産 物 加 工

生 コ ン プ フ ソ ト

水 産 食 料 品

フ イ ス セ ソ タ ー

48 1 0 2 8

5 1 . 1 2 1 5

4 9 . 1 2 . 2 7

4 9 1 . 2 2

5 3 1 2 7

梟立会

東 伯 町

住 民

東伯町農業協同組合

下伊勢畜産団地組合

東伯町農業協同組合
イン

イン

イン

イン

川 本正一郎

東伯町農業協同組合
イン

メソ

メソ

近藤 弘

小前 孝夫

三島 英幸

池山 敏明

西本 和昭

畜 産

たソ

畜 産 農産物 加工

畜 産

ろソ

ろ7

メソ

勿
イン

牛 舎

5 3 8 . 1

5 3 . 2 . 2 0

5 2 4 . 2 7

5 2 . 1 2 . 2 8

5 3 . 3 . 2

5 3 . 8 . 1 0

5 3 . 9 6

5 5 3 2 5

6 1 . 1 0 3

6 1 1 2 . 5

イン

6 2 7 2 7

6 3 . 5 . 2 6

町立会

覚 書

同意書

- 1 88 -



締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

名 和 町

住 民

山陰畜産條)

(有)山水園

山陰畜産株)

媒) 鳥取県食肉 セ ン タ ー

鳥取県経済農業協同組合連合会

枝谷純拓

名和食鶏侑)

キ マ チ 医院

畜 産
イン

‘ソ

イン

医 療

S 48 1 2 . 1 4

5 1 . 5 1 0

4 9 . 6 . 1 0

5 7 7 3 0

5 8 . 1 0 . 1 7

5 0 1 0 . 1 1

5 4 1 0 . 2 4

5 8 5 1 9

町立会

大 山 町 媒遁畿北 コ ソ

鰈)片木 ア ル ミ - ュ ー ム 製作所

山陰義食漁業脇)

生 コ ン プ フ ン ト

非 鉄 金 属 製 品

養 殖

48 . 1 . 3 1

6 0 1 0 . 1 7

6 3 4 2 1

部落立会

西 伯 町 江崎 ク ノ コ 滌) 食 料 品 製 造 4 9 1 L 2 0

淀 江 町

住 民

夫勇 自 動車

媒)大協組

山根 巌

山本金属工業條)

鳥取県経済農業協同組合連合会

媒) ツ カ サ製作所

一 ュ ー キ ン グ

米子精工鰈)

山陰食鷄農業協同組合

車 輌 整 備

土 石

病 院 建 設

電 気 製 品 製 造

食 料 品 製 造

電 気 製 品 製 造

パ チ ン コ 店

機 械 加 工

畜 産

5 0 5 1 5

4 9 1 0 . 2 1

5 3 1 2 . 2 5

4 8 1 2 2 8

5 3 . 8 . 1 7

5 0 1 2 . 2 8

5 8 6 2 3

5 1 . 2 1 3

5 0 2 . 1 3

5 9 8 1 7

町立会

会 見 町 栗村製作所

西部製砂協同組合

機 械 器 具 製 造

土 石

49 5 . 1 5

5 6 . 6 2 9 県立会

日 吉津村 王子製紙鰈) パ ル プ ･ 紙 製 品 5 1 . 1 0 8

日 野 町 矢崎部品滌) 電 気 製 品 5 1 . 6 . 1

日 南 町 邑産業侑)

秣旧 唐畜産セ ン タ ー

生山砿業鰈)

日 南町

山陰食鷄農協 三吉食鷄組合

土 石

畜 産

土 石

畜 産

54 . 8 . 2 0

4 9 . 1 0 . 2

5 2 2 . 1 5

5 4 7 . 3 1

5 4 . 8 2 8

- 1 8 9 -



資料 2 2 県内石油製品年度別使用量の推移 (単位 を )

滋興趣-J 揮発油 ナ フ サ
ンェ ツ ト

燃料油
灯 油 軽 油 A 重油 B 重油 C 重油

燃料油
合 。十

5 5年度
使 用 量 2 2 2 , 2 2 9 L 5 2 6 1 4 8 5 5 u 2 , 1 3 6 1 6 4 , 0 4 8 1 0 7 7 0 3 4 4 3 3 2 1 1 5 , 9 3 4 7 8 2 , 7 6 3

(構成比) ( 2 8 . 4% ) ( 0 . 2 % ) ( 1 ‐ 9% ) ( 1 4 . 3 % ) ( 2 1 . 0% ) ( 1 3 8 % ) ( 5 7% ) ( 1 4 8% ) ( 1 0 0 . 0 % )

前年伸率 △ 1 4 △ 5 7 5 8 2 1 2 1 1 △ 26 2 △ 9 5 △ 1 1 4 △ 7 0

5 6年度
使 用 量 2 2 6 , 0 8 4 O 1 4 , 1 6 9 1 1 1 8 8 3 1 6 9 1 2 4 1 1 2 , 9 7 5 3 2 , 8 9 0 1 1 0 , 0 8 0 7 7 7 , 2 0 5

(構成比) ( 2 9 1 % ) ( 0% ) ( 1 8% ) ( 1 4 4% ) ( 2 1 . 8% ) ( 1 4 5% ) ( 4 2% ) ( 1 4 . 2% ) ( 1 0 0 0% )

前年伸率 1 . 7 △ 4 6 △ 0 2 3 1 4 9 △ 2 5 . 8 △ 5 0 △ 0 7

5 7年度
使 用 量 2 2 5 , 2 9 0 O 1 4 , 1 8 5 1 0 3 6 0 9 1 5 8 , 7 6 3 1 1 7 9 6 6 2 1 , 8 9 1 9 3 6 8 9 7 3 5 3 8 3

(構成比) ( 3 〇 ‐ 6 % ) ( 〇% ) ( 1 . 9% ) ( 1 4 . 1 % ) ( 2 1 6% ) ( 1 6 〇% ) ( 3 O% ) ( 1 2 8% ) ( 1 O Q O% )

前年伸率 △ 0 4 0 1 △ 7 4 △ 6 1 4 . 4 △ 3 3 4 △ 1 4 . 9 △ 5 4

5 8年度
使 用 量 2 2 5 , 3 4 0 O 1 5 , 2 4 2 1 2 6 , 8 3 6 1 6 9 5 0 8 1 1 7 , 5 7 0 2 3 1 6 2 1 0 5 , 7 3 3 7 8 3 , 3 9 0

(構成比) ( 2 8 . 8% ) ( 0% ) ( 1 9% ) ( 1 6 , 2 % ) ( 2 1 6% ) G 5 0% ) ( 3 . 0% ) ( 1 3 . 5 % ) ( 1 0 0 0% )

前年伸率 0 0 7 . 5 2 2 . 4 6 8 △ 0 3 5 . 8 1 2 . 9 6 5

5 9年度
使 用 量 2 1 1 I { } 1 O 1 6 7 9 8 1 1 1 , 0 5 4 1 5 9 6 5 4 1 1 2 , 5 5 1 1 7 , 9 4 2 1 0 9 6 6 0 7 3 7 , 7 6 0

(構成比) ( 2 8 . 6 % ) ( 0% 〕 ( 2 . 1 % ) ( 1 5 , 1 % ) ( 2 1 6% ) ( 1 5 3% ) て 2 4% ) ( 1 4 . 9% ) ( 1 0 0 . 0% )

前年伸率 △ 6 。 3 3 6 △ 1 2 4 △ 5 8 △ 4 3 △ 2 2 5 3 7 △ 5 8

6 0年度
使 用 量 2 1 1 , 3 1 5 O 2 L 1 3 8 1 1 4 , 5 5 1 1 6 0 , 4 1 0 1 1 0 1 6 4 1 7 , 0 0 1 1 0 5 , 5 6 2 7 4 0 , 1 4 1

(構成比) ( 2 8 5 % ) ( 0% ) ( 2 8% ) ( 1 5 5% ) ( 2 1 . 7% ) ( 1 4 . 9% ) ( 2 ‐ 3 % ) ( 1 4 3 % ) G O O O% )

前年伸率 0. 1 3 3 . 8 3 . 1 0 . 5 △ 2 . l △ 5 . 2 △ 3 . 7 0 3

6 1年度
使 用 量 2 1 9 , 5 6 5 O 2 0 , 8 2 6 1 1 4 0 4 3 l 6 8 , 9 3 5 1 0 9 , 1 0 2 1 4 , 1 1 6 1 0 5 , 5 8 0 7 5 0 , 1 6 7

(構成比) ( 2 9 . 2 % ) ( 0% ) ( 2 . 8% ) G 5 2% ) ( 2 2 6% ) G 4 3% ) ( 1 9% ) ( 1 4 . 1 % ) ( 1 0 0 0% )

前年伸率 3. 9 △ 0 1 △ 0 O 5 3 △ 2 8 △ 1 7 . O 0 0 1 4

6 2年度
使 用 量 2 2 2 , 6 0 9 1 9 , 8 8 7 1 2 0 , 0 3 0 1 8 2 , 5 4 5 1 1 9 , 1 4 2 1 3 , 8 0 2 1 1 5 3 2 8 7 9 3 3 4 3

(構成比) ( 2 8 . 1 % ) ( 0% ) ( 2 . 5 % ) ( 1 5 , 1 % ) ( 2 3 . 0% ) ( 1 5 . 0% ) ( 1 . 7 % ) ( 1 4 6% ) ( 1 0 0 . 0% )

前年伸率 L 4 △ 4. 5 5 . 2 8 1 9 . 2 △ 2 . 2 9 . 2 5 8

(県 ･ 通商観光課澗べ通産省発行の ｢エ ネ ルキ ー生産 需給統。十月 報｣ に よ る )

資料 23 県内 自動車保有台数の推移 ゐ 1 万台

昭和 5 6 3 でもdもごもごもdも とらdら ごら とらCもご嚢〉 ともとも とらでも ( 2 3 7 , 6 7 9 台 )
　　　　　　　　 　

5 7 3 65奪うときababe56も役もdb奪うebdb歪もごbdb ( 2 4 7 , 6 3 5 台)

5 8 . 3 d54う“5役5d趣孝5多565 三き&5三もとら漂うdbごb ( 2 5 7 , 2 8 4 台)

5 9 . 3 ゐの&ゐゐのるゐゐゐ&&ゐ餐貧寒貧るゐ守るゐの く 2 6 4 , 6 2 4 台 )
あるゐ鴬ある角分る&&あのある

60 3 ゐあるゐるる&あああるの く 2 7 0 , 9 0 5 台 )

6 ね 3 あの貧るゐるゐゐゐ&⑦&&&&&ゐゐゐ貧寒衾雰る ( 2 8 1 , 5 9 6 台 )

6 2 . 3 逡逡ゐゐ礬衾逡鑿逡礬りのゐ餐る墓のる& ( 2 9 0 , 6 4 6 台 )

6 3 . 3 ゐゐのるのるゐゐゐゐゐるるる禿ゐるゐゐる&る&&ゐ&ゐゐのの く 3 0 2 , 2 3 7 台 )

(鳥取陸運支局調べ)

- 1 9 0 -



資料 2 4 環境基準類型指定概要図

凡例 l 水 域 名 隧 ,猫 L獺 型 l

腹例 l水系 の轆 f 47 10 3趨 r召 針 ロ 木 毎及 ひ 境 水 道 61 4 1 糊 潔 l l l

縦部惣も 憊猟≠第 { 秘法掻g継麹 14 I “j 田夫 匿鱈脇勢凶46 9 14 l “ J i - A l
、 神

　 　　　　　 　　 　 　 　　 　　　 　 　
旧加戊ノ ー l 陀 勢 月 家郷他 j l l 刃l ｣ 池 全 歳 46 9 1 4 湖沼 A 新袋川佐 野鉈ノ ー l i l も メ蓚 玉 』郷 癰 全 躍鱗4 湖 }召 A “ 円 ′枦 人路川

国中川 川 三徳“
小鴨川 加戊川 砂見川

小松谷川 口 公務人出偽蛸糊 46 9 1 4 円= ““ 川 八親 は

佐治川 T イt ! - 臼 流 (翻 り - 46 9 14 “ i i ' AA法勝寺川 川

小 L 流 46 9 1 4 “ J i l AA



資料 2 5 水質の経年変化 ( 昭和 5 7 ~ 6 2 年度 )

水 域 名 地点名
B OD年平均値 (mg/ “ )

57 年度 58年度 59年度 60 年度 6 1 年度 62 年度 57 年度

〔 河 川 〕

( 1 級河川 )

千 代 川 水 系

千 代 川

八 東 川

私 都 川

佐 治 川

天 神 川 水 系

天 神 川

小 鴨 川

三 徳 川

加 茂 川

賀 露

行 徳

源大橋

稲 常

佐 貫

市 獺

毛 谷

米岡橋

万代寺

岸 野

下門尾

別 府

田 後

小 田

大 原

今 泉

穴 鴨

巌 城

河原町

関 金

今 西

横 手

片 柴

森

2. O

1 0

0 . 9

0 . 9

0 . 9

1 . 1

0 . 8

1 . O

1 4

0 8

1 . O

0 . 9

1 . 6

1 9

1 . 1

0 . 8

0 6

1 . 4

1 . O

0 . 6

0 6

1 . 2

0 . 8

0 . 6

1 . 5

1 1

1 . 1

l . O

0 . 9

1 . 1

0 . 8

1 . O

1 . O

OB

1 . 2

0 9

1 . 1

1 . 4

0 . 8

0 7

0 . 6

0 . 8

0 . 7

0 . 7

0 6

0 . 9

0 7

0 . 6

1 . 5

1 . O

1 . 1

0 . 9

0 . 8

1 1

0 . 8

0 . 9

0 . 9

0 , 7

0 . 9

1 . O

1 . O

1 . 4

0 . 7

0 7

0 5

0 . 7

0 . 6

0 . 6

0 5

0 . 7

0 6

0 5

1 . 2

1 . 1

1 . O

0 . 8

1 . O

1 . 3

0 . 9

1 . O

L O

0 . 9

0 9

1 . O

1 4

1 . 1

0 6

0 . 6

0 . 6

0 8

0 . 6

0 . 6

0 . 5

0 . 8

0 . 7

0 6

L 3

1 . 2

1 . O

1 . O

0 . 8

1 . 2

1 . 2

1 . 2

1 . 2

0 . 9

1 . 1

1 . 2

1 . 1

1 . 2

0 . 7

0 5

0 6

0 7

0 . 6

0 . 6

0 . 6

0 . 9

0 7

0 .5

1 . 1

1 . O

0 9

0 . 9

0 . 8

0 . 8

0 . 6

1 . 1

0 . 9

0 . 7

1 2

0 . 9

0 . 8

1 . O

0 6

0 . 5

0 5

0 . 6

0 6

0 . 6

0 . 6

0 7

0 6

0 . 6

1 . 0 ~ 3 4

0 . 6 ~ 2 . 2

0 . 6 ~ 1 . 4

0 . 5 ~ 2 . 3

< 0 . 5 ~ 2 . O

< 0. 5 ~ 2 3

< 0. 5 ~ 1 5

0 . 5 ~ 1 . 9

< 0 . 5 ~ 26

< 0 . 5 ~ 1 . 4

< 0 5 ~ 2 . 1

< 0 . 5 ~ 1 . 8

< 0 . 5 ~ 3 1

1 1 ~ 3 . 8

0 7 ~ 1 . 8

< 0. 5 ~ 1 . 1

< 0 5 ~ 1 . O

0 . 6 ~ 2 . 8

0 5 ~ 1 . 7

< 0 . 5 ~ 0 . 8

< 0. 5 ~ 1 . O

< 0 . 5 ~ 2 . 1

< 0. 5 ~ 1 6

< 0 5 ~ 1 . 1

( 庄 ) × / y 環境基準に不適合の 日 数/総側定 日 数

- 1 9 2 -



も

B OD 最小値~最大値 (喀/ “ ) x / y

58 年度 59 年度 60年度 6 1 年度 62 年度 57 年度 58 年度 59年度 60 年度 6 1 年度 62 年度

0 7 ~ 2 8

<0 5 ~ 1 7

<0. 5 ~ 2 . O

< 0 5 ~ 1 6

< 0 5 ~ 1 . 9

0 . 5 ~ 1 . 9

< 0 5 ~ 1 3

< 0 . 5 ~ 1 . 7

< 0 5 ~ 1 5

<0. 5 ~ 1 . 4

0 . 6 ~ 2 . O

< 0 5 ~ 1 . 6

0 . 5 ~ 1 . 9

0 5 ~ 4. O

< 0 5 ~ 2 . O

< 0. 5 ~ 1 6

< 0 . 5 ~ 0 9

< 0. 5 ~ 0 9

< 0 . 5 ~ 0 . 9

< 0 . 5 ~ 1 . O

< 0 . 5 ~ 0 8

0 5 ~ 1 . 3

0 5 ~ 0 . 9

< 0 . 5 ~ 0 8

< 0 . 5 ~ 4 8

0 . 7 ~ 1 7

0 . 5 ~ 2 0

0 . 6 ~ 1 . 4

< 0. 5 ~ 14

< 0 5 ~ 2 . 2

< 0 5 ~ 1 1

< 0 5 ~ 1 . 3

< 0 . 5 ~ L 7

< 0 . 5 ~ 1 1

< 0 。 5 ~ L 2

< 0. 5 ~ 1 6

< 0 . 5 ~ 1 7

0 5 ~ 4 8

< 0. 5 ~ 2 . 5

< 0 . 5 ~ 1 6

< 0 . 5 ~ 0 6

0 . 5 ~ 1 . O

< 0 5 ~ 1 0

< 0 . 5 ~ 0 8

< 0 5 ~ 0 6

< 0. 5 ~ 1 . 4

< 0 . 5 ~ 1 0

< 0 5 ~ 0 8

0 7 ~ 2 . 6

0. 7 ~ 1 . 8

0 5 ~ 1 . 7

< 0. 5 ~ 1 3

0 5 ~ 1 . 8

0 6 ~ 2 . 6

< 0 . 5 ~ 1 . 7

0 5 ~ 1 . 7

< 0. 5 ~ 1 . 8

< 0. 5 ~ 1 . 4

0 . 5 ~ 1 . 4

< 0. 5 ~ 1 6

< 0 5 ~ 2 7

< 0 . 5 ~ 2 1

< 0 5 ~ L O

< 0 5 ~ 0 9

< 0 . 5 ~ 0 . 8

0 . 5 ~ 1 . 5

< 0 5 ~ 1 . 1

0 . 5 ~ 0 . 7

< 0 5 ~ 0 . 7

0 5 ~ 1 . 2

< 0 5 ~ 1 . 1

< 0 5 ~ 1 . O

0 9 ~ 2 6

0 8 ~ 1 6

0 . 6 ~ 1 . 3

< 0 . 5 ~ 3 1

< 0 5 ~ 1 . 3

0 . 6 ~ 2 1

< 0 . 5 ~ 1 . 9

< 0 5 ~ 2 . O

0 5 ~ 1 6

< 0 . 5 ~ 1 . 9

0 . 6 ~ 1 . 8

0 . 9 ~ 1 . 7

< 0 . 5 ~ 2 4

0 . 5 ~ 2 . 6

< 0 5 ~ 0 9

<0 5 ~ 0 . 8

< 0 . 5 ~ 0 7

<0 5 ~ 1 . O

< 0 . 5 ~ 0 . 8

< 0 5 ~ 0. 8

< 0 5 ~ 0 . 8

0 . 6 ~ 1 . 3

< 0 6 ~ 1 3

< 0 5 ~ 0 . 6

< 0 5 ~ 3 . 2

< 0 5 ~ L 7

< 0. 5 ~ 1 1

< 0 . 5 ~ 1 . 4

< 0 . 5 ~ 1 . 3

< 0 . 5 ~ 1 . 3

0 5 ~ 0 . 8

0 . 5 ~ 3 2

0 . 5 ~ l . 7

0 . 5 ~ 1 . O

0 . 5 ~ 4 . 4

0 5 ~ 1 5

< 0 5 ~ 2 . O

< 0 . 5 ~ 4. 6

< 0. 5 ~ 1 4

< 0 . 5 ~ 0 7

< 0 5 ~ 0 8

< 0 . 5 ~ 1 3

< 0 5 ~ 0 . 8

< 0 5 ~ 1 . 1

< 0 . 5 ~ 0 7

< 0. 5 ~ 1 . 2

< 0 5 ~ 1 1

< 0 5 ~ 0 8

3 / 1 2

1 / 1 2

3 / 1 2

3 / 1 2

4 / 1 2

4 / 1 2

2 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

5 / 24

1 0 / 3 0

4 / 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

2 / 1 2

0 / 1 2

8 / 1 2

5 / 1 2

3 / 1 2

4 / 1 2

3 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

0 / 1 2

3 / 3 0

3 / 30

1 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

2 / 1 2

0 / 1 2

5 / 1 2

2 / 1 2

3 / 1 2

6 / 1 2

1 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

0 / 1 2

4 / 2 9

2 / 30

3 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ L 2

/ 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

6 / 1 2

2 / 1 2

5 / 1 2

7 / 1 2

4 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

2 / 1 2

1 / 3 0

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

5 / 1 2

3 / 1 2

2 / 1 2

5 / 1 2

8 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

1 / 1 2

2 / 30

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

3 / 1 2

6 / 1 2

2 / 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

0 / 1 2

2 / 30

1 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2
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水 域 名 地点名
B OD 又は C O D年平均値 (叩/ “ 〕

5 7 年度 58年度 59年度 60年度 6 1 年度 62 年度 57年度

日 野 川 水系

日 野 川

法 勝 寺川

板 井 原 川

( 2 級河川 )

蒲 生 川

塩 見 川

河 内 川

勝 部 川

由 良 川

加 勢 蛇 川

阿 弥 陀 川

佐 陀 川

( 都市河川 )

旧 袋 川

玉 川

旧 加 茂 川

〔 湖 沼 〕

湖 山 池

東 郷 池

多 鯰 他

中 侮

〔 海 域 〕

美 保 湾

日 本海沿岸

皆 生

車 尾

八 幡

溝 口

武 庫

下 榎

生 山

矢 戸

福 市

法勝寺

高 尾

3 地点

7 地点

5 地点

4 地点

3 地点

5 地点

8 地点

1 2

1 2

1 . O

1 . 1

0 8

0 6

0 7

0 . 7

1 4

L 2

0 6

0 . 7 ~ 0 9

0 . 8 ~ l o

0 8 ~ 1 . 1

1 . 1 ~ 2 0

1 2 ~ 2 0

0 7 ~ 0 8

0 6 ~ 0 7

0 8 ~ L L

3 2 ~ 5. 2

1 . 1 ~ 1 6

7 . 4 ~ 1 2

4 . 3 ~ 4 . 8

4 8 ~ 4 9

3 . 5 ~ 3 9

2 1 ~ 5 1

0 . 8 ~ 15

0 . 7 ~ 1 . 0

1 . O

1 . 2

1 0

0 . 9

0 . 8

0 8

L O

0 6

1 1

1 . O

0 5

1 . 2 () 1 . 3

l . 1 () 1 . 8

1 . 0 () 2 . 3

1 . 0 () 1 . 6

1 2 () 2 1

0 . 6 () 0 . 7

0 . 9() 2 . 1

1 1 () 1 6

2 . 8 () 5 . 7

0 8 () 1 1

6 7 () 1 5

5 2 () 5 . 5

5 1 () 5 4

3 2 () 3 4

2 . 0 () 4 9

0 . 9() 1 . 9

0 6 () 1 . O

1 . 2

1 . 2

1 . O

0 . 8

0 . 8

0 7

0 . 8

0 7

1 2

0 . 9

0 6

0 9 ~ L4

1 . 4 ~ 2 . 1

1 1 ~ 1 . 7

1 . 3 ~ 2 1

0 9 ~ 2 0

0 . 5 ~ 0 6

0 8 ~ L O

1 . 0 ~ 1 1

3 2 ~ 5 . O

0 . 6 ~ 1 1

9 . 3 ~ 2 4

5 6 ~ 7 . 9

4 6 ~ 4 7

3 5 ~ 3 9

2 . 3 ~ 4 7

1 . 4 ~ 2 . 2

0 . 5 ~ 0. 8

1 . 2

1 . 1

0 . 7

0 . 8

0 . 7

0 6

0 6

0 6

1 0

0 . 7

0 5

1 . 0 ~ 1 . 9

L O ~ 2 . 5

0 8 ~ l 4

1 . 0 ~ 3. 9

1 8 ~ 3 0

0 . 6 ~ 1 . 1

0 . 8 ~ 0 . 9

0 . 9 ~ 1 . 1

3 3 ~ 4. 8

0 9 ~ 2 0

9 . 7 ~ 2 7

5 . 9 ~ 6 . 1

4 2 ~ 4 3

3 0 ~ 3 . 3

1 . 7 ~ 4 . 7

0 . 9 ~ 1 . 5

0 . 6 ~ 0.8

0 . 9

1 . O

0 . 6

0 . 6

0 . 6

0 6

0 7

0 . 6

0 8

0 7

0 6

L O ~ 1 . 8

1 0 ~ L7

0 . 9 ~ 1 . 5

1 . 2 ~ 1 . 4

1 6 ~ 3 2

0 .7 ~ 1 . 9

<0. 5 ~ 0 . 6

0 . 6 ~ 0 7

2 . 6 ~ 5 4

0 . 8 ~ 1 9

8 . 8 ~ 1 1

5 . 7 ~ 6 2

3 9 ~ 4 4

3 . 2 ~ 3 5

2 . 3 ~ 4 6

1 1 ~ 1 . 9

<0 . 5 ~ 1 . 3

0 9

0 7

0 7

0 6

0 6

0 5

06

0 5

0 8

0 . 7

0 5

0 . 9 ~ 1 . 2

0 . 9 ~ 1 . 2

0 . 6 ~ 1 . 1

0 . 9 ~ 1 . 8

1 6 ~ 2 6

0 . 6 ~ 1 . O

0 . 5 ~ 0 . 7

0 6 ~ 0 . 8

2 . 0 ~ 6 . 7

0 7 ~ 2 0

8 。 6 ~ 2 6

6 5 ~ 6 8

4 2 ~ 4 4

3 . 2 ~ 3 . 6

2 3 ~ 5 0

1 . 2 ~ 2 2

くで0 . 5 ~ 0 7

0 . 6 ~ 2 . 8

< 0 . 5 ~ 2 4

0 . 5 ~ 2 4

0 . 5 ~ 2 1

0 . 5 ~ 1 1

< 0 5 ~ 1 0

< 0 5 ~ 1 . 2

< 0 5 ~ 1 . 1

< 0 5 ~ 2 6

< 0. 5 ~ 2 2

< 0 5 ~ 0 8

< 0. 5 ~ 1 . 2

< 0. 5 ~ 1 . 2

0 . 5 ~ 0 . 9

0 6 ~ 3 . 7

0 6 ~ 3 7

< 0 5 ~ 1 . 5

< 0 5 ~ 0. 8

0 . 6 ~ 1 . 5

0 7 ~ 1 0

< 0. 6 ~ 5 5

3 . 1 ~ 3 3

2 . 7 ~ 8. 2

3 0 ~ 6 4

3 . 0 ~ 5 . O

1 . 0 ~ 7 . 6

< 0 . 5 ~ 2 . 6

0 . 5 ~ 1 . 5

(注) × / y 環境基準に不適合の 日 数/総測定 日 数
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B O D 又は C OD 最小値~最大値 (増/ “ ) x / y

58 年度 59 年度 60 年度 6 1 年度 6 2 年度 57 年度 58年度 59年度 60 年度 6 1 年度 62 年度

<0 5 ~ 1 5

< 0 . 5 ~ 2 . 7

< 0 5 ~ 1 . 8

0 . 5 ~ 1 . 9

< 0 5 ~ 1 0

< 0. 5 ~ 1 . 2

< 0 . 5 ~ 3 . 2

< 0 5 ~ 1 0

0 7 ~ 1 . 9

0 . 5 ~ 1 . 9

< 0. 5 ~ 0 . 6

0 . 7 ~ 1 . 8

0 . 7 ~ 2 .7

< 0 5 ~ 7 0

< 0 5 ~ 3 . O

1 . 1 ~ 3 1

< 0 . 5 ~ 1 . 4

< 0. 5 ~ 6 . 6

0 . 6 ~ 3 . 4

0 6 ~ 8 2

< 0 . 5 ~ 2 1

2 . 8 ~ 1 00

2 2 ~ 9. 8

2 . 6 ~ 8 . 2

2 9 ~ 3 7

0 9 ~ 1 0

< 0 5 ~ 2 . 9

0 . 5 ~ 1 2

0 7 ~ l 6

0 5 ~ 3 1

< 0 5 ~ 2 7

< 0 . 5 ~ 1 3

< 0 . 5 ~ 1 . 5

< 0 5 ~ 1 . 2

0 . 5 ~ 1 4

< 0 5 ~ 1 1

0 5 ~ 1 . 8

< 0 . 5 ~ 1 . 5

< 0 . 5 ~ 1 . 1

0 5 ~ 2 7

0 . 6 ~ 4. 2

< 0 5 ~ 3 5

< 0 . 5 ~ 3 . l

< 0 . 5 ~ 3 . 7

< 0. 5 ~ L O

< 0 5 ~ 1 . 4

0 5 ~ 1 . 6

0 . 7 ~ 1 3

0 . 5 ~ 3 2

2 . 5 ~ 6 7

2 . 8 ~ 3 4

2 . 1 ~ 7 . 6

2 . 8 ~ 5 4

1 . 2 ~ 8 7

< 0 5 ~ 3 . 8

< 0 5 ~ 1 . 4

< 0 . 5 ~ 3 . 4

0 . 5 ~ 2 4

< 0 5 ~ 1 . 3

< 0 . 5 ~ 1 . 2

< 0 . 5 ~ 1 . O

< 0 5 ~ 1 . O

< 0. 5 ~ 0 . 9

< 0 5 ~ 0 7

0 5 ~ 1 。 7

< 0 5 ~ 1 . 5

< 0 . 5 ~ 0 . 7

0 7 ~ 3 . 8

0 . 7 ~ 4. 8

< 0 5 ~ 1 7

0 . 6 ~ 5 .4

0 6 ~ 6 6

< 0 . 5 ~ 2 6

< 0. 5 ~ 1 6

< 0 . 5 ~ 2 0

1 . 0 ~ 1 3

0 . 5 ~ 4 6

3 3 ~ 8 8

3 . 5 ~ 1 2

2 . 8 ~ 5 7

2 4 ~ 3 . 9

0 9 ~ 7 . 6

< 0 . 5 ~ 3 1

< 0. 5 ~ 1 2

< 0 . 5 ~ 1 8

< 0 5 ~ 2 . l

< 0 5 ~ 1 1

< 0 5 ~ 0 . 9

< 0 5 ~ 0 . 8

< 0 . 5 ~ 0 . 9

く 〇‐ 5 ~ 主 2

< 0 5 ~ 0 8

0 5 ~ 1 . 2

< 0 5 ~ 1 . 1

< 0 . 5 ~ 0 . 7

0 . 5 ~ 2 . 2

0 . 5 ~ 2 1

0 5 ~ 2 1

0 8 ~ 2 . 3

0 . 5 ~ 4 8

0 . 5 ~ 5 1

< 0. 5 ~ 1 . O

< 0. 5 ~ 1 2

0 . 9 ~ 1 0

< 0 5 ~ 43

2 . 6 ~ 3 4

3 . 4 ~ 1 1

1 7 ~ 6 . 6

2 8 ~ 3 9

1 . 3 ~ 9 . 3

< 0 . 5 ~ 3 3

< 0 . 5 ~ 1 . 7

< 0 5 ~ 2 . 2

0 . 5 ~ 1 . 3

< 0. 5 ~ 2 1

0 5 ~ 0. 9

0 5 ~ 1 . 3

< 0 . 5 ~ 0 . 8

< 0 . 5 ~ 0 8

< 0 5 ~ 0 6

< 0 . 5 ~ 1 . 1

0 5 ~ 1 . 8

< 0. 5 ~ 0 . 6

0 5 ~ 2 . 2

< 0. 5 ~ L 7

< 0 5 ~ 1 8

0 . 6 ~ 2 4

0 6 ~ 3. 9

< 0. 5 ~ 2 . O

<0 5 ~ 1 . 1

< 0 . 5 ~ 1 . 4

< 0 5 ~ 1 8

< 0 5 ~ 45

2 . 1 ~ 1 10

3 . 1 ~ l 1

1 . 3 ~ 5 9

1 7 ~ 6 . 9

1 . 5 ~ 8 . 8

0 . 5 ~ 3 . 2

< 0 5 ~ 1 . 2

2 / 2 3

2 / 2 9

4 / u

5 / 1 1

1 / 1 2

0 / 1 2

1 / 1 2

1 / 1 2

/ 1 1

/ 1 1

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 102

/ 6 0

/ 6 0

43 / 48

46 / 48

/ 1 2

43 / 96

2 3 / 96

0 / 24

0 / 1 2

1 / 30

1 2 / 30

3 / 1 2

0 / 1 2

1 / 1 2

2 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 14

/ 60

/ 6 0

40 / 48

40 / 48

/ 1 2

46 / 96

3 / 95

0 / 24

0 / 1 2

2 / 30

l o / 3 0

2 / 1 2

3 / 1 2

2 / 1 2

3 / 1 2

1 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 14

/ 6 0

/ 60

47 / 48

44 / 48

/ 1 2

44 / 96

1 7 / 96

0 / 24

1 / 1 2

1 / 3 0

2 / 1 2

3 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 102

/ 6 0

/ 6 0

48 / 48

44 / 48

/ 1 2

26 / 96

4 / 96

0 / 24

0 / 1 2

1 / 30

1 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 02

/ 60

/ 60

48 / 48

34 / 48

/ 1 2

5 1 / 108

1 0 / 96

0 / 24

1 / 1 2

0 / 30

1 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 102

/ 6 0

/ 60

48 / 48

34 / 48

/ 1 2

52 / 108

1 3 / 96

0 / 24
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昭和 6 2年度水質測定結果総括表 ( 生活環境項目 )

(注) × / y 環境基準に不適合の 日 数/総測定 日 数

水 域 名 類型 N

p H D0 ( [鮨‘/“ )

x / y % m 1 n ~ ma X x / y % m l n ~ ma X

河川
千 代 川

天 神 川

日 野 川 榮A貽A船A に〉?&QuリムAVリム
0 / 6 0

0 / 24

Q / 36

0 / 42

o / 7 2

0 / 42 nÛUnvハUnunU
6 6 ~ 7 6

6 9 ~ 8 1

6 5 ~ 7 . 6

6 9 ~ 7 . 4

6 . 8 ~ 7 . 8

6 . 8 ~ 7 . 9

0 / 60

2 / 24

0 / 36

6 / 42

1 / 7 2

5 / 42

O

8. 3

O

1 4. 3

1 4

n . 9

6 0 ~ 1 3

7 . 0 ~ 1 2

75 ~ 1 3

5 7 ~ 1 3

7 . 0 ~ 1 3

5 . 6 ~ 1 3

湖沼
湖 山 池

東 郷 池

中 海 AAA ハ性メハマAVTIA
1 7 / 48

1 3 / 48

35 / 239

3 5 ,4

2 74

1 6 . 3

7 . 0 ~ 9 . 5

7 . 1 ~ 9 . 5

6 9 ~ 9 3

1 / 48

1 3 / 48

8 2 / 2 1 6

2 1

2 7 . O

3 8 . O

6 . 3 ~ 1 2

5 . 7 ~ 1 3

3 . 8 ~ 1 5

海域
美 保 湾

日 本 海 ABA 71第
23 / 84

2 / 1 2

0 / 84

2 7 .4

1 6 7

O

8 . 1 ~ 8 6

8 2 ~ 8. 5

81 ~ 8. 3

36 / 84

0 / 1 2

1 0 / 2 4

4 2 . 9

O

4 1 . 7

6 . 3 ~ 9 4

6 . 0 ~ 9 . 1

6 . 2 ~ 9 1

。十

河 川

湖 沼

侮 他 船AAAB 獲れ≠ハbゑ作字･リー上1上りムリベ〕
0 / 1 68

0 / 1 08

6 9 / 336

23 / 1 6 8

2 / 1 2

O

O

2 0 . 6

1 3 . 7

1 6 .7

6 5 ~ 7 . 8

6 8 ~ 8. 1

6 . 9 ~ 9 . 3

8 1 ~ 8 . 6

8 2 ~ 8. 6

1 / 1 6 8

1 3 / 1 08

96 / 3 1 2

46 / 1 08

0 / 1 2

0 . 6

9 . 3

3 0 . 8

4 2 . 6

O

6 . 0 ~ 1 3

5 6 ~ 1 3

3 . 8 ~ 1 5

6 . 2 ~ 9 . 4

6 0 ~ 9 1

合 。十 80 94 / 787 ロ . 9 1 5 6 / 708 2 2 0
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B O D又は C OD (鮨/“ ) S S 又は油分 (噂/ “ ) 大腸菌群数 ( M P N / 1 0o m “ )

x / y % m 1 n ~ ma X x / y % m l n ~ ma X x / y % m l ~ ma X

( B O D )

1 2 / 60

1 / 24

1 / 36

2 / 42

1 / 7 2

南 .'

2 0 . O

4 . 2

2 . 8

4 . 8

1 . 4

2 . 4

< 0. 5 ~ 1 . 4

< 0.5 ~ 3 . 2

< 0. 5 ~ L l

< 0. 5 ~ 4. 6

< 0 .5 ~ 2 . 1

< 0. 5 ~ 2 . 2

( S S )

0 / 6 0

0 / 24

2 / 36

4 / 42

2 / 72

4 / 42 nV̂UAUr【Unひでり5aaa
< 1 ~ 1 6

2 ~ 2 1

く 1 ~ 4 2

1 ~ 1 70

1 ~ 3 2

1 ~ 4 0

6 0 / 6 0

2 3 / 24

36 / 36

42 / 42

7 2 / 7 2

27 / 42

1 00

9 5 .8

1 00

1 00

1 00

6 4. 3

1 . 7 × 1 0 2 ~ 6 . 4 × 1 0 4

7 . 0 × 1 0 2 ~ 1 . 0 × 1 0 5

1 . 7 × 1 0 2 ~ 7 9 × 1 0 4

2 2 × 1 0 3 ~ 5 . 1 × 1 0 4

6 . 8 × 1 0 ~ 3 . 5 × 1 0 4

2 . 3 × 1 0 ~ 8. 9 × 1 0 4

( C O D )

48 / 48

44 / 48

1 5 2 / 240

1 00

9 1 . 7

6 3 3

3 . 1 ~ 1 1

1 . 3 ~ 5 . 9

1 . 2 ~ 9 . 9

〔 S S )

37 / 48

45 / 48

1 66 / 240

7 74

9 3 . 8

6 9 .2

2 ~ 5 8

4 ~ 3 4

1 ~ 28

1 8 / 48

1 7 / 48

1 1 / 96

37 . 5

3 5 .4

1 1 . 5

2 . 2 × 1 0 ~ 1 . 9 × 1 0 4

95 ~ 1 . 4 × 1 0 4

2 . 0 ~ 1 . 3 × 1 0 4

( C O D )

9 / 84

4 / 1 2

0 / 84

1 0 . 7

3 3 3

O

0 . 5 ~ 3 2

0 . 7 ~ 2 . 8

< 0. 5 ~ 1 . 8

( 油分 )

0 / 84

0 / 1 2

0 / 84 〔UハUnV
N D

N D

N D

8 / 84

- / 1 2

0 / 24

95

O

1 . 8 ~ 2 7 × 1 0 4

2 . 9 ~ 9 2 × 1 0 3

1 . 8 ~ 3 . 5 × 1 0 2

1 4 / 1 68

4 / 1 08

244 / 3 3 6

9 / 1 6 8

4 / 1 2

8 . 3

3 . 7

7 2 . 6

5 .4

3 3 3

< 0. 5 ~ 2 . 1

< 0. 5 ~ 4. 6

1 2 ~ 1 1

< 0 . 5 ~ 3 . 2

0 . 7 ~ 2 . 8

8 / 1 68

4 / 1 08

248 / 336

0 / 1 68

0 / 1 2

O

3 . 7

7 3 . 8

O

O

< 1 ~ 4 2

1 ~ 1 7 0

1 ~ 5 8

N D

N D

1 68 / 1 6 8

92 / 1 08

46 / 1 92

8 / 1 08

-- / 1 2

1 00

8 5 。2

2 4 . O

7 . 4

6 8 × 1 0 ~ 7 . 9 × 1 0 4

2 . 3 × 1 0 ~ 1 . 0 × 1 0 5

9 . 5 ~ 1 . 9 × 1 0 4

1 . 8 ~ 2 . 7 × 1 0 4

2 . 9 ~ 9 . 2 × 1 0 3

275 / 7 92 3 4 . 7 26 0 / 7 92 3 2 .8 3 1 4 / 57 6 5 4 5
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資料 2 6 湖沼に係る窒素及ひ麟の排水規制 ( 水質汚濁防止法 )

湖沼の水質汚濁を防止す る ため 、 富栄養化の原因物質であ る 窒素 、 燐について排水基準が設定され 、

湖沼植物プ フ ン ク ト ン の著 しい増殖を も た らすおそれのあ る 湖沼 ( 環境庁長官が定め る 柳沼 ) 及び こ れ

に流入す る 公共用水域に排出 され る 排出水に適用 され る 。

( 昭和 6 0 年 7 月 1 5 日 施行 )

1 環境庁長官か定め る 湖招

く1) 窒素 に係る排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

中 海

東 郷 池

鳥取市

米子市、 境港市、 島根県

羽合町、 東郷町

(2 ) 燐に係る 排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

多 鯰 ヶ 池

中 海

池 の 谷 た め 池

佐 治 川 ダ ム 貯 水 池

東 郷 池

中 津 ダ ム 貯 水 池

菅 沢 ダ ム 貯 水 他

鶏 の 池

俣 野 川 ダ ム 貯 水 池

鳥取市

鳥取市、 福部村

米子市、 境港市、 島根県

倉吉市

佐治村

羽合町、 東郷町

三朝町

日 南町

日 野町

江府町

2 排水基凖 癈
(1) 規制対象事業場

水質汚濁防止法に定め る特定事業場

( 排水量 5 0 m3/ 日 以上 )

(2 ) 一般基準

窒素含有量 1 2 0 昭/ “ ( 日 間平均 6 0 叱/ “ )

燐 含 有 量 1 6 唯/ “ ( 日 間平均 8 mg/ “ )

( 一般基準への対応が困難な業種については 、 5 年間暫定基準を適用 )

(3 ) 暫定基準

- 1 98 -
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項 目 業 種 そ の 他 の 区 分 許 容 限 度

窒素含有量 医薬品原末製造業、 医薬品原液製造業、 半導体素子製造業及び集 1 40 ( 日 間平均 70 )

(単位 積回路製造業

爬/ “ ) 畜産食料 品製造業 (肉製品製造業及び乳製品製造業を除 く 。 ) 、 海 1 80 ( 日 間平均 90 )
藻加工業、 水産練製品製造業、 冷凍水産食品製造業、 砂糖製造業

(砂糖精製業を除 く 。 ) 、 動物油脂製造業、 ふ く ら し粉 イ ース ト

そ の他の酵母剤製造業、 穀類でん粉製造業、 単体飼料製造業、 有

機質肥料製造業、 ア ソ モ ー ウ ム ミ ョ ウ バ ン 製造業及 び 下水道業

( し尿投入施設を有 ず る も の に限 る 。 )

発電用 送電用 配電用 産業用電気機械器具製造業、 民生用電 240 ( 日 間平均 1 20 )

気機械器具製造業、 電球製造業、 産業廃棄物処理業 (廃棄物の処

理及び清掃に関す る 法律 (昭和 45 年法律第 1 37 号) 第 2 条第 3 項

に規定す る 産業廃棄物の処分を業 と し て行 う 者 (地方公共団体及

び同法第 1 4 条第 1 項ただ し書の規定に よ り 同項本文の 許可を受

け る こ と を要 しな い者を除 く 。 ) の設置す る廃棄物の処理及び清掃

に関す る法律施行令 (昭和 46 年政令第 300 号) 第 7 条第 6 号に掲

げ る 施設 (以下 ｢中和施設｣ と い う 。 ) を有す る も のに限 る 。 )及び

し尿処理業 ( し尿浄化槽に係 る も の又は低希釈 2 段活性汚泥法の

施設を有す る も の を除 く 。 )

水産食料品製造業 (海藻加工業、 魚肉 ハ ム ･ ソ ー セ ー シ製造業、 300 ( 日 間平均 1 50 )

水産糠製品製造業、 冷凍水産物製造業及び冷凍水産食品製造業を

除 く 。 ) 、 染色整理業、 燐及び麟化合物製造業、 へい獣取扱業及び

と 畜場)

高純度 ア ル ミ ナ 製造業及び熔融亜鉛め っ き業 400 ( 日 間平均 200 )

天然ガ ス鉱業、 い も 類で ん粉製造業、 にかわ製造業、 ゼ フ チ ソ製 500 〔 日 間平均 250 )

造業 、 ア ル マ イ ト 加工業及び し尿浄化槽 (建築基準法施行令 (昭

和 25 年政令第 338 号 ) 第 32 条第 1 項の表に規定す る 算定方法に

よ り 算定 した処理対象人員か 50 1 人 (湖沼 水質保全特別措置法

〔昭和 59 年法律第 6 1 号) 第 3 条第 2 項に規定す る指定地域にあ

っ て は 、 2 0 1 人 ) 以上で あ り 、 かつ 、 し尿を単独に処理す る も の

に限 る 。 )

電子機器用 . 通信機器用部分品製造業 (電子管製造業、 半導体素 600 ( 日 間平均 300 )

子製造業及ひ集積回路製造業を除 く 。 )

畜産農業、 なめ し革製造業及び毛皮製造業 700 ( 日 間平均 350 )

電気め っ き 業 (鋼材め っ き業を除 く 。 ) 及び蓄電池製造業 800 ( 日 間平均 400 )

瓣 含 有 量 産業廃棄物処理業 (廃棄物の処理及び 唐掃に関す る法律第 2 条第 20 ( 日 間平均 1 0 )

(単位 3 項に規定す る 産業廃棄物の処分を業 と して行 う 者 (地方公共団

噂/ “ ) 体及ひ 同法第 1 4 条第 1 項たた し書 の規定に よ り 同項本文の 。午可

を受け る こ と を要 しない者を除 く 。 ) の 設置す る廃棄物の処理及ひ

債掃に関す る 法律施行令第 7 条第 1 号に掲げ る 施設を有す る も の

に限 る 。 ) 、 し尿処理業 〔 し尿浄化槽に係 る も の又は低希釈 2 段活

性汚泥法の施設を有す る も の を除 く 。 ) 及び下水道業 ( し尿投入施

設を有す る も の に限 る 。 )

乳製品製造業、 冷凍水産物製造業、 野菜漬物製造業 (缶。吉 、 瓶話、 30 ( 日 間平均 1 5 )

つば 。吉を除 く 。 )味そ製造業、 砂糖製造業 (砂糖精製業を除 く 。 ) 、

- 1 9 9 -



項 目 業 種 そ の 他 の 区 分 許 容 限 度

ビ ス ケ ッ ト 類 干菓子製造業、 米菓製造業、 豆腐 油揚製造業、

単体飼料製造業 、 有機質肥料製造業、 産業廃棄物処理業 〔中和施

設を有す る も の に限 る 。 ) 、 へい獸取扱業、 と 畜場、 中央卸売市場

及び地方御売市場

染色整理業 40 ( 日 間平均 20 )

肉製品製造業、 ふ く ら し粉 イ ー ス ト ･ そ の他の酵母剤製造業、

冷凍凋理食品製造業、 なめ し革製造業、 毛皮製造業及び し尿浄化

槽 (建築基準法施行令第 32 条第 1 項の表に規定す る 算定方法に

よ り 算定 した処理対象人員か 50 1 人 〔湖沼水質保全特別措置法第
3 条第 2 項に規定す る指定地域にあ っ ては、 20 1 人) 以上であ り 、

かつ 、 し尿を単独に処理す る も のに限 る 。 )

5 0 〔 日 間平均 25 )

畜産食料品製造業 (肉製品製造業及び乳製品製造業を除 く 。 ) 、 海

藻加工業、 水産練製品製造業、 冷凍水産食品製造業、 野菜缶。吉

果実缶。吉 . 農産保存食料品製造業 (野菜漬物を除 く 。 ) 、 バ ン製造業、

生菓子製造業、 あ ん類製造業、 発電用 ･ 送電用 ･ 配電用 ･ 産業用

電気機械器具製造業、 民生用電気機械器具製造業及び電球製造業

60 ( 日 間平均 30 )

半導体素子製造業及び集積回路製造業 70 ( 日 間平均 1 2 )

にかわ製造業、 ゼ フ チ ソ製造業及び電子機器用 ･ 通信機器用部分

品製造業 〔電子管製造業、 半導体素子製造業及び集積回路製造業

を除 く 。 )

80 ( 日 間平均 40 )

畜産農業 、 水産缶。吉 ･ 瓶。吉製造業、 動物油脂製造業及び穀類でん

粉製造業

1 00 ( 日 間平均 50 )

寒天製造業、 い も 類でん粉製造業及び電気め っ き業 (鋼材め っ き

業を除 く 。 )

1 40 〔 日 間平均 70 )

水産食料品製造業 (水産缶。吉 ･ 瓶。吉製造業、 海藻加工業、 寒天製

造業、 魚肉ハ ム ･ ソ ー セ ー ジ製造業、 水産練製品製造業、 冷凍水

産物製造業及び冷凍水産食品製造業を除 く 。 )

200 ( 日 間平均 1 00 )

ア ル マ イ ト 加工業 1 , 000

( 日 間平均 500 )

燐及び燐化合物製造業 1 , 800

( 日 間平均 900 )

- 200 -



資料 27 水生生物によ る水質調査結果 (昭和 62 年度 )

日 本 海

げ “ “ “ 。 蹴“川 爛 ,鰡 ,勝部川 柳繊 糧 道結紮

小鴨川 寸代ノ ー l o 八束U I I

凡 例

き れ い な 水 ◎

少 し よ こ れ た 水 ○

き た な い 水 ◎

人 変 き え な い 水 ◎

実施期間 昭和 62 年 7 月 ~ 8 月

河 川 数 1 4

地 点 数 4 5

参加団体 1 9 ( 小 ･ 中 学校箸 )

参加人数 1 87

( 建没省調査分を含む )

N
/
/
/
&



資料 28 名 水 一 見

( 1 ) 名水百選 (中和 6 0 年 3 月 環境庁選定)

名 称 永 の 形 態 所 在 地 交 通 概 要

あめ ま な い

天 の 真 名 拜
湧 水

(聽水量 2 , 5 0 0 ガノ 日 )
西伯郡淀江町高升 谷

山陰線淀江駅か ら バ
ス で 10分 さ ら に徒歩
3 分

｢ ア メ ノ マ ナ イ ｣ と は 、 席浄な水に付 け られ る最大級の敬称であ り
幅 1 5 m 、 奥行 5 m は ど の活水の湧 く 美 し い池を源 と した水域は 、 地
域の人々 に利用 さ れ、 大切に管理さ れて い る 。

( 2 ) 囚伯の 名水 (昭和 6 0 年 6 月 県選定 )

暮郵 名 称
所 在 地

( 交 通 )
水 の 形 態 概 要

暮らしの中の泉
ふ せ しみ す

布 勢 の 活 水
気 高 郡 気 嵩 胸 殿

(山陰線浜村駅か ら バ ス で 15分 )

湧 水

(湧水屋 L O O O “ずノ ロ )

｢布勢平神社｣ の境内の岩の下か ら 備冷な湧水か豊富に湧 き
山 して お り 、 今 も 地域の生活用水 と して活用 されて い る 。

う の じそ う

宇野地蔵 ｢タ キJ
東 伯 郡 羽 合 町 宇 野

( 山陰線倉吉駅か ら バ ス で25分 )

湧 水

(湧水量 70 ガノ n )

経文の彫 られた 巨岩 と 地蔵三体を祭 る法葦堂かあ り 、 そ の中
にあ る ｢ ダ キ ｣ と 通称 さ れ る湧水で地蔵盆行 事 な どで親 し ま
れて い る 。

ほん ぐ う いすみ

本 宮 の 泉
西 伯 郡 淀 江 町 本 宮

鱈鶏彎芥毒、鸚券美だ徒歩蚕券 )
湧 水

(湊水量 1 5 , 0 0 0 栩3ノ ロ )

水源一帯はめず ら しい亜熱帯性の ク J ハ フ ソ等か群生 し てお
り 、 豊富な湧水は 、 生活用水、 - ジ マ ス 、 ア マ ゴの養殖に利
用 されて い る 。

ふれあいの水辺

た ね か いけ

多 鯰 ケ 池

鳥 取 市 党 寺
岩 美 郡 福 部 村 場 山

(山陰線鳥取駅か らバ ス で20分 )
湖 沼

鳥取砂丘に近 く 、 ポ ー ト 遊び 、 角つ り な ど観光客をは しめ 、
多 く の 人 々 に想 し ･ の場 と し て親 し ま れて い る伝説の池。

せん たい かわ

千 代 川
(用瀬町水域)

八 頭 郡 用 瀬 町

(因美線用瀬駅か ら徒歩で 5 分)
阿 川

寸 代川 の清流が岸辺を洗 う こ の水域は江戸時代か ら続い て い
る 流 しびな の里 と して 、 町民 の心の清流であ り 、 釣 り 人 、 ド
フ イ バ ー の憩い の場 と な っ て い る 。

さんの う だき

山 王 滝 水 域
八 頭 郡 佐 治 村 中

( 嬰艶憲嘴勢バ ス で60分 )
河 川

山王値を中心 と した 自 然性豊かな美 し い水辺には 、 彗 ャ ソ フ
場 、 遊歩道な と か整備 さ れ 、 特に夏、 秋は多 く の人 々 か近れ
て い る 。

たい せん いけ

大 山 他

東 伯 郡 関 金 町 泰 久 寺

山陰線倉吉駅か らハ ス で 40分 ＼
さ ら に徒歩で 10分 /

湖 沼

静かな湖面に表大山 と蒜山三山か う つ る美 しい景観は四番を
通 じ人 々 に親 し ま れ 、 特に夏は ポ ー ト 、 カ ヌ ー を楽 しむ人で
に き わ う 。

ふ
れ
あ

い
の
水

辺

暮



州

4

おお の いけ

天 野 池 (共鯛鷲群濁り 湖 沼
湖岸は水際か ら必か り をみせて野原 と な っ て松林に連な り 、
山腹に いたかれた美 しい湧水の泡で四季を通 じ訪れ る 人 々 が
多い。

う いけ

鶏 の 他
日 野 郡 ロ 野 町 下 黒 坂

(伯備線黒坂駅か ら 4 2 触 )
湖 沼

標為 40 0 m の 山頂にあ る 周囲 4 脳 の実 しい池で 、 公 。想の ガ ノ

エ ソ テ ー ノ ン ク コ ー ス をは じめ 、 春の鶏の池マ フ ソ ソ な ど人
々 のふれあい の場 と な って い る 。 又 、 周辺は野 鳥の天国である。

歴史の水
こ り と り かわ

垢 離 取 川
東 伯 郡 三 朝 町 三 徳 山

(山陰線倉吉駅か らバ ス で30分)
河 川

霊場三徳山の雨水を集めて流れ る 清流。 昔、 参拝者が こ の水
で身を痛めて入山 した と 伝え られ る ｢身驫 めの滝J があ る 。

てん の う すい

天 皇 水
東 伯 郡 赤 碕 町 高 岡

(山陰線赤碕駅か ら ハ ス で 15分 )

湧 水

(湧水量 5 0 0 ガノ 日 )

後醍醐天皇か隠岐島か ら京都に還御の途中 、 天皇の指差 さ れ
た岩を起 した と こ ろ 、 泉か湧 き 出 した と伝え られ る 。 今 も 地
域の1活用水 と し て使用 さ れて い る 。

あか ま つ いけ

赤 松 の 池 (憲鞏鱗度墨 ) 湖 沼
古 く か ら雨 ごいや 、 幸福を成就す る 女蛇神か住む と 広 く 言い
伝え られた伝説の池。

ふるさとの渓流
み た き けい

三 滝 渓 鯉凝議酵鸚義務 河 川
(曳 田川… ･千丈偉か ら下流 3 脆程度の間 )
変化に富んた滝の数々 、 絶壁 と 奇岩の間を流れ る美 し い渓流
は 、 四季を通 じて人々 に親 し ま れて い る 。

あ し す けい

芦 津 渓
八 頭 郡 智 頭 町 芦 津

因美線智頭駅か ら バ ス で20分 、
さ ら に徒歩30分 /

河 川
(比股川 …三滝を中心 と した上 、 下流 4 蜘程度 )
君津 自 然保護林の 中を流れ る水量 豊富な渓流で、 新緑か ら紅
葉 ま で、 キ ャ ン プ 、 釣 り な ど訪れ る 人か多い 。

お じか けい

小 鹿 渓
東伯郡三朝町中津 ~ 神倉
山陰線倉吉駅か らバ ス で50分 ＼
さ ら に徒歩30分 /

河 川
(小鹿川 …中津ダ ム か ら神倉の間 3 緬程度)
昭和 12年 、 文部省の ｢名勝地｣ に指定。 深い緑色の水流に美
し い景観か映え 、 心のやす ら き を覚え る 。

せ う か けい

石 霞 渓
日 野 郡 日 南 町 生 山

(伯備線生山駅か ら徒歩で 15分 )
河 川

(石見川…生山か ら上流 3 脳程度 )

奇岩、 軽岩の名所 と して 古 く か ら知 られ 、 特に春の つつ じ 、
秋の も み じ の景観のずほ ら し い渓流であ る 。

(社 ) 暮 ら し の中 の泉 ･ ･

ふれあ い の水辺

歴 史 の 水

.昔か ら地域の人 々 の 日 常生活に深いかかわ り を持 っ て き た湧水等で住民の保全管理に よ っ て 大切に され現在に引 き つかれて い る
も の 。

… き れい な水や水辺を保つために努力 さ れて お り 、 人 々 か水 と ふれ合い水に親 しむ こ と に よ っ て心に安 ら き を与え る憩の場 と し て
の水環境。

史 の 水 本県の歴史や伝説にふ さ わ し し ･故 市来歴を有す る も の 。
ふ る さ と の渓流 ･渓流の中で も 特に 自 然美豊かで、 後坦に残 して お きた い水域で併せて観光な どの親水性の あ る も の 。



( 2 ) 一 は測量休止。

(3) 沈下量の 十は隆起 した も の 。

資料 29 鳥取市内各水準点沈下量の経年変化

水 準 点 番 号
0 2 9

1 1 9

0 0 9

2 0 9

( 1 ) 02 9

1 1 8

1 0 6 7 ( 3 ) 1 0 6 8 ( 2 ) (4 ) 0 2 9

1 1 6

所 在 地 田園町三丁目 松並町二丁目 寿町 西町五丁目 本町一丁目 行徳 新品治 吉方温泉一丁目 幸町 吉方温泉四丁目
昭和 50~ 53年度の

沈下量
くS 4 9 6 ~ 5 3 7 )

1 5 . 4 0

( 3 . 7 7 )

8 0 4

( 1 . 9 7 )

8 2 9

( 2 . 0 3 )

7 . 2 1

( 1 ‐ 7 7 )

6 7 6

( 1 . 6 6 )

5 3 9

( 1 . 3 2 )

3 44

( 0 8 4 )

3 . 3 5

( 〇 ‐ 8 2 )

1 8 1

( 〇 4 4 )

1 . 4 1

( 0 . 3 5 )

昭和 54年度の沈下量
(S 5 3 . 7 ~ 5 4 . 7 )

3 6 6 2 3 7 1 6 4 1 . 2 9 1 . 0 0 0 . 7 8 0 4 9 0 6 7

昭和 55年度の沈下量
(S 5 4 7 ~ 5 5 7 )

3 8 0 L 1 3 1 . 0 9 1 . 2 0 0 . 6 2 0 4 8 0 2 5 0 1 5

昭和 56年度の沈下量
(S 5 5 . 7 ~ 5 6 . 7 ) 2 6 1 1 . 4 3 1 2 8 1 . 2 6 0 8 9 0 8 1 0 5 1 0 3 1

S 53 7

56 7ノ

0 5 1

( 0 1 7 )

S 53 7

()56 7

0 6 8

( 0 . 2 3 )

昭和 57年度 の沈下量
〔S 5 6 . 7 ~ 5 7 . 7 )

2 2 5 0 5 5 0 . 9 6 0 . 4 9 0 4 6 0 2 2 0 9 4 0 1 4 椚 0 4 0 2 2

昭和 58年度の沈下量
(S 5 7 7 ~ 5 8. 7 )

1 1 6 1 0 3 0 5 5 0 3 5 0 3 3 0 4 6 0 1 2 0 . 1 9 0 3 3 0 0 9

昭和 59年度の沈下量
(S 5 8. 7 ~ 5 9 7 )

1 0 2 0 . 5 9 0 . 5 2 0 4 4 0 2 1 0 2 3 0 2 4 0 0 9 0 0 4 十0 0 2

昭和 60年度の沈下量
(S 5 9 7 ~ 6 0 . 7 )

0 . 6 7 0 . 3 7 0 . 4 3 0 . 2 3 0 3 5 0 1 8 0 . 0 7 0 1 0 + 0 . 0 3 0 . 1 3

昭和 61年度の沈下量
(S 6 0 7 ~ 6 1 . 7 )

0 8 5 0 6 0 0 6 0 0 4 5

昭和 62年度の沈下量
(S 6 L 7 ~ 6 2 . 7 )

0 . 6 5 0 3 3 0 . 4 6 0 . 3 9

S 4 9 6

。十 ~ 6 2 . 7

の 沈下量

3 2 0 7 1 6 4 4 1 5 8 2

S 49 . 6

()60 7ノ

1 2 4 7 1 1 . 4 6

S 49 6

60 7J

8 5 5

S 49 . 6

()60 7

6 . 0 6

S 49 . 6

60 7J

5 0 0

S 49 . 6

60 . 7

2 6 2

S 49 6 、

60 7 ′

2 5 1

(注) ( 1 ) 沈下量の ( )は 1 年間 の沈下量に換算 した も の 。
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資料 30 環境関係用語の解説

赤潮 a ア オ コ (青粉 )

水中 に プ フ ン ク ト ソが異常発生 し 、 そ のために水の色か赤みがか っ た色 (赤潮) や緑色 ( ア オ コ ) に

変 る 現象の こ と 。

悪臭物質

ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン その他の不快な臭い の原因 と な り 生活環境をそ こ な う おそれのあ

る 物質で、 悪臭防止法施行令に定め る 8 物質をい う 。 ( ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ プ タ ソ 、 硫化水素 、

硫化 メ チ ル 、 ト ノ メ チ ル ア ソ 、 二硫化 メ チ ル、 ア セ ト ア ルブ ヒ ト ス チ レ ソ )

ア メ ニ テ ィ ( Amen靴y )

私達の生活環境を構成す る 自 然や施設 、 歴史的 、 文化的伝統な どか互い に他を活か し合 う よ う にパ フ

ソ ス が と れ、 そ の 中で生活す る私達人間 と の間に真の澗和が保たれて い る場合に生ず る好 ま し い感覚を

ぃ ぅ 雙

亜硫酸ガス ( S 0 2 )

硫黄酸化物 ( S o x ) の 中で二酸化硫黄の こ と を い い 石炭や石油を燃焼す る こ と に よ り 発生す る 。

色はな く 刺激臭の強い気体で呼吸器を刺激 し 、 喘息の発生を促進 した り 植物を枯 ら した り す る こ と

があ る 。

暗 騒 音

あ る 場所で特定の音を測定す る場合、 対象 と す る音以外の音を暗騒音 と い う

硫黄酸化物 ( S o x )

刺激臭の強い腐蝕性の あ る 有毒な硫黄ガ ス の こ と で 、 亜硫酸 カ ス ( S 0 2 ) の ほかに無水硫酸 ( S 0 3 )

等があ る 。 大気汚染防止法施行令でばい煙中の硫黄酸化物の量か規制 さ れて い る 。

薹

閾 値 ( い き ち )

生理学的用語で、 人間の感覚器官が感知でき る 最小限度の刺激量の こ と で 、 閥濃度 、 限界濃度 と も い

ム
ノ

一酸化炭素

炭素含有物か不完全燃焼 した と き に発生す る 無色、 無臭の カ ス で 、 主な発生源は 自 動車排気ガ ス と い

われ る 。 体内 に吸入 さ れ る と 、 血液中の ヘ モ グ ビ ソ と 結びつ き酸素 の補給を妨げ貧血を起 こ した り 、

中枢神経を麻痺 させた り す る 。
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上乗せ 基準

はい煙又は排出水の排出の規制に関 し て 、 法で定めた一律の基凖又は排出基準に代え て適用す る も の

と し て 、 都道府県知事か条例で定め る 、 よ り 厳 し い基準をい う

S S ( S uspende d S o 1 1 d )

水中の浮遊物質の こ と で、 水の濁 り の 原因 と な る 。 空中の浮遊物質には粉 じん 、 はい塵等の譜を使 う 。

M P N (最確数 M ost P ro ba b 1 e N umb er )

大腸菌群の数を確率論的に算出す る方法 、 検水 l o o m必 中の大腸菌群数で表す。

環境影響評価 (環境ア セ ス メ ン ト )

各種開発行為の実施に先立ち 、 それが大気、 水質 、 生物等環境に及ばず影響につい て予測、 。羽面を行

う こ と を い う 。

朧, 環境管理計画
地方公共団体が大気 、 水質、 自 然環境な と を将来にわた り 守 り 適切に利用 して い く えめ策定す る 計

画であ る 。

こ の計画には 、 望 ま し い地域環境の あ り 方 、 それを実現す る ための基本的な方策 、 そ の方策を具体化

す る手順な どが示 され る 。

環境基準

公害対策基本法は ｢環境基準 と は 、 大気の汚染 、 水質の汚濁、 土壌の汚染及び騒音に係 る環境を保全

す る う え で維持 さ れ る こ と が望 ま し い基準｣ と 定義 し て い る 。 環境基準は行政上の 目 標基準で あ り 、 工

場等を規制す る 規制基準 と は異な る 。

泰
ぬ
兔

逐繁
遥
義

々
拠
メ

劣
象
も

へ
浅

くメ
ベ

を
誘

′
耀
鸚
墨
炎

M
愁
え
艾
g
彪
楚
魂
劣

鰡
導
鍍
銘
娑
摺
覆

彩撃

ク ラ イ テ J ア 〔 C r1ter1a )

ク フ イ プ リ ア は 、 日 本語で判定基準、 判定条件又は判断基準 と 訳 され る か 指標物質又は物性 (群)

ゆ の ･ 人や水生生物こ及“ます影響に関 し ･ 必要な科 学的知見の上に立 っ て 、 それ ら物質 ･ 物生に関す る 許
容濃度値や閾値等を ま と めた も の を い う

健康項 目

水質汚濁物質の中で人の健康の保護に関す る項 目 と し て環境基準が定め られて い る 項 目 を い い 現在

カ ト ウ ム 、 シ ア ン 、 有機燐、 鉛 、 六価 ク ロ ム 、 ヒ 素 、 総水銀、 ア ルキ ル水銀、 P C B か定め られて い

る 。

光化学 オ キ シ ダ ン ト

自 動車の排気カ ス な と に含ま れて い る 窒素酸化物 と カ ス 状の炭化水素か太陽光線の紫外線の も と で化
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学反応をお こ し 、 光化学オキ シ タ ン ト を作 る 。 こ の オ キ シ タ ン ト は オ ゾ ンを主体 と し 、 ス モ ッ グを形成

し 、 目 がいた い ぽ せ き こ む 呼吸が苦 しい な どの症状を引 き お こ す。

最終処分場

一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立て処分す る に必要な場所及び施設 設備の総体をい う 産業廃棄物

処分場には、 安定型 (廃 プ フ ス チ ッ ク 等 ) 管理型 (汚でい等 ) し ゃ 断型 (有害物質を含む廃棄物)

が あ る 。

酸 性 雨

通常、 雨の p H (水素 イ オ ン濃度 ) は 、 大気中 の炭酸 カ ス に よ り 5 6 前後であ り 、 こ れ よ り 低い p H の

雨を酸性雨 と い い 工場や 自 動車か ら排出 さ れ る 硫黄酸化物や窒素酸化物な と が原因 と いわれて い る 。

C O D (化学的酸素要求量 Ch em 1 c a 1 o xyg e n D e ma n d )

湖沼や侮域の有機物に よ る 汚濁の程度を示す も ので、 水中 の汚濁物質を酸化剤で化学的に酸化す る と

き に消費 さ れ る酸素量をい い 数値が高いほ ど汚れが大 き ･ こ と を示 して い る 。 臺

浄 化 槽

水洗 し尿を沈でん分離あ る いは微生物の作用に よ る腐敗又は酸化分解等の方法に よ っ て処理 し 、 それ

を消毒 し 、 放流す る 施設をい う 。 水洗 し尿のみを処理す る 施設を単独浄化槽、 水洗 し尿及び生活雑排水

(厨房排水 、 洗た く 排水等) を一緒に処理す る施設を合併浄化槽 と い う

振動 レ ベ ル

振動の加速度を プ シヘル ( dB ) で表 した加速度 レベルに振動感覚補正を加えた も ので、 単位 と し て は 、

プ シヘ ル ( d B ) か用 い られ る 。 通常振動感覚補正回路を も つ公害用振動 。神こ よ り 測定 した値であ る 。

水 準 点

土地の標高を表す標右で、 水準測量の基準 と して 用 い られて い る 。 地盤の変動状況を測定す る には 、

こ のガ遼点を用い 標高の変化を精勤遅測量に よ っ て測 り ･ 変動を 出すo 臺

生活環境項 目

水質汚濁物質の中で生活環境に悪影響を及ばずおそれの あ る も の と し て環境基準に定め られた項 目 を

い い 、 現在 p H、 D0 、 BOD 、 COD 、 S S 、 大腸菌群数、 油分等か定め られて い る 。

な お 、 水質汚濁防止法の排水基準には こ のほかに 、 窒素含有量、 隣含有量、 フ ェ ノ ー ル 、 銅 、 亜鉛 、

鉄 、 マ ン ガ ン 、 ク ム 、 フ ッ ソ が加 え られて い る 。

精密水準測量

最 も精度の高い水準測量で、 地盤沈下や地殻変動等の澗査のために実施 さ れ る 。 精密 レヘル と 精密標
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尺を 用い 誤差かで き る たけ消去 され る よ う に 、 又、 最 も 小 さ く な る よ う な測定方法か と られて い る 。

騒音 レ ベ ル

J I S に規定 され る 騒音 。十で測定 し て得 られ る ホ ソ 、 又は d B ( ブ シ ヘ ル ) 数であ り 、 騒音の大 き さ を

表す も の であ る 。 一般には騒音 。十の聴感補正回路 A特性で測定 した値を ホ ン 、 又は d B ( A ) で表す。 騒

音の規制基準等はすべて騒音 レベルに よ る 。

総量規制

一定の地域内の汚染 (濁) 物質の排出総量を環境保全上。午容で き る 限度に と と め る ため 、 工場等に対

し汚染 (濁) 物質。午容排出量を割 り あ て て 、 こ の量を も っ て規制す る方法をい う 。 個 々 の発生源に対す

る 従来の規制のみ では地域全体 と し て 、 健全な生活環境を維持す る こ と が困難な場合に 、 そ の解決手段

と して総量規制の方式が と られて い る 。

晦 大腸菌群数大腸菌群は 、 人間又は動物のけ｢泄物に よ る 水の汚染指標 と して 用い られて い る細菌であ る 。 大腸菌に

は温血動物の場内に生存 し て い る も の と 、 草原や畑な ど の土中に生存 して い る も の かあ る か 一括 して

大腸菌群 と して測定 して い る 。

W 区 C P N L ( う る さ さ 指数 W e 1gh 七 e d E qu 1 va 1 e n 七 C o n 七 1 I1 u o u s P e r c e 1 v e d N o 1 s

L e v e 1 )

航空機騒音の う る さ さ を表す指数 と して 用 い られ る 。 こ れは 、 1 日 の航空機騒音 レ ヘルの平均 と 時間

帯 ご と れ重みづけ さ れた飛行回数か ら 算定 さ れ、 航空機の総騒音量を。覆面す る 単位であ る 。

窒素酸化物 ( N o x )

石油 、 カ ス等燃料の燃焼に伴 っ て発生 し 、 大気中には主 と し て一酸化窒素 (NO ) と 二酸化窒素 (N0 2 )

か存在 し 、 主な発生源は工場、 自 動車等であ る 。 窒素酸化物は人の呼吸器に影響を与え る たけでな く 光

化学ス モ ッ グ の 原因物質の一つであ る 。

聴 中間処理
廃棄物の最終処分に先だ っ て行われ る 人為的な操作等をいい 廃棄物を安全かつ安定 した状態に変化

さ せ る 、 又は廃棄物は減量化す る 日 的で行なわれ る 。 主な方法 と して は 、 焼却、 中和、 熔融 、 脱水、 破

砕 、 圧縮等かあ る 。

D o 〔 溶存酸素 D 1 s o 1 v e d o xyge n )

水中に溶け こ んでい る酸素の量の こ と 。

水 の 自 浄作用や水中生物の生存には欠 く こ と の で き な い も ので、 きれいな河川水中には普通 1 必 中に

7 ~ 1 4 吻程度あ る か 、 有機物の流入量か多 く な り 、 汚濁か進行す る と 減少す る 。
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n 一ヘ キ サ ン 抽 出物質 G由分 )

動植物油脂、 脂肪酸 、 ワ ッ ク ス 、 グ ノ ー ス 、 石油系炭化水素な と 油分の総称であ る 。 海水や工場排水

な と を - ヘキ サ ソで抽出 し 、 一 ヘキ サ ソ可溶性物質 と して定暈 し て 、 噂/ “ で表わす。

ば い 煙

燃料その他の物の燃焼等に よ り 発生す る硫黄酸化物、 は い じ ん及び有害物質の総称であ る 。 はい じん

と は ボ イ フ ー や電気炉等か ら発生す る 、 ずすや固体粒才 を い い 有害物質 と は物の燃焼 、 合成 、 分解等

に伴 っ て発生す る カ ト ゥ ム 、 塩素 、 ふ っ素 、 鉛 、 窒素酸化物等の人の健康又は生活環境に有害な物質

をい う 。

火格子面積

ごみ層 、 火層に接 して乾燥、 燃焼等を行わせ る 火床部分を火格 了 ( ロ ス ト ル )

面積を火格子面積 と い う 。 炉の大 き さ を代表す る寸法 と し て よ く 使われ る 。

B O D ( 生物化学的酸素要求量 B o c h e m 1 c a 1 o xyge n D e ma n d )

河川水等の有機物に よ る 汚濁の程度を示す も の で、 永の中 に含ま れて い る 有機物か微生物に よ っ て酸

化分解 さ れ る 時に消費 され る酸素の量を い い 数値か高い程有機物の量が多 く 汚れが大 き い

P C B ( ポ リ 塩化 ビ フ ェ ニール )

D D T や B H C と 同 じ有機塩素系化学物質で、 不燃性で熱に強 く 、 絶縁性にす ぐれて い る 。 カ ネ

症事件等 P C B 被害が問題 と な り 現在我か国では製造を中止 され 、 使用 も 限定 さ れて い る 。

p H ( 水素イ オ ン 濃度 )

溶液中の水素 イ オ ン濃度を示す尺度で、

ノ 性 、 低い場合は酸性を示す。

p H値か 7 の と き は中性 、 こ れ よ り 数値の高 い場合は ア ル カ

油

と い い こ の水平投影

PP m

ご く 微量の物質の濃度や含有率を表わすのに使われ 、 %が 1 0 0 分の 1 を い う の に対 し ppmは 1 0 0 万分

の 1 を意味す る 。 例え は 、 空気 1 ず中 に 1 露 の物質か含 ま れて い る場合 、 あ る いは、 水 1 胸 中に 1 解 の

物質が溶解 してい る よ う な場合 、 こ の物質の濃度を l ppm と い う 。 ppm よ り 微量の濃度を表わす場合に

は ppb ( 1 0 億分の 1 ) も 用 い られ る 。

富栄養化

湖水中に栄養塩類 (窒素 、 隣等 ) か少な く 生物生産 ( プ フ ソ ク ト ン の増殖等 )

と い い 、 栄養塩類が多 く 生物生産の多い湖を富栄養湖 と い う 貧栄養湖か ら富

現象を富栄養化 と い う

の少な い湖を貧栄養湖

貧栄養湖か ら富栄養湖へ と 変化 して い く

事
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